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介護保険料（６５歳以上の人）本算定

■ 介護保険料（年額）を７月中旬（予定）に通知します。

　介護保険料は、本人・世帯の住民税の課税状況と本人の前年所得などをもとに段階別に計算します。

　また、確定した介護保険料と、４月の仮徴収・暫定賦課分を差し引いた残りが今後支払う介護保険料

となります。

（年額） （仮徴収・暫定賦課） （本徴収・以降の納期に振り分け）

確定した令和４年度

年間保険料
―

特別徴収 ４・６・８月
＝

１０・１２・２月の３回

普通徴収 第１・２期 第３・４・５・６期の４回

■ 介護保険料の納め方

　○特別徴収（年金からの天引き）

　　◦６５歳以上で、年金を年額１８万円以上受けている人。

　　◦２ヶ月おきに支払われる年金から支払期ごとに保険料が天引きされます。

　○普通徴収（納付書、口座振替による納付）

　　◦特別徴収にならない人。

　　◦年金が年額１８万円未満の人。

　　　��なお、年度途中に６５歳となられた人や転入した人で、かつ年金を年額１８万円以上受けている

人については、当初は普通徴収となります。特別徴収は翌年度以降に随時開始されます。

　　◦��お支払いは、納付書により役場または町が定める金融機関等で納めてください。また、納付の手

間が省ける口座振替が便利です。（詳しくは下記問い合わせ先まで）

■ 介護保険料を滞納していると

　地方自治法の督促・滞納処分の例により、処分を受けることがあります。また、介護サービスを利用

した際の利用者負担が３割になるなどの保険給付に制限が生じる場合があります。

１年以上滞納
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分が支払

われます。

１年６ヶ月以上

滞納

費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的

に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。

２年以上滞納

サービスを利用するときに利用者負担が３割になったり、高額介護サービスな

どが受けられなくなったりします。（利用者負担の割合が３割の人は、４割にな

ります。）

問 健康推進課 介護保険係　☎57-8591

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う
介護保険料（６５歳以上の人）減免申請

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件に該当する人は、介護保険料の減免の申請ができます。

＜減免の対象となる人＞
①� �新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病
を負った場合

②� �新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または
給与収入の減少が見込まれ、次の（１）及び（２）に該当する場合

　（１）� �事業収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、前年に比べて１０分の３以上減
少する見込みであること

　（２）�収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下であること

＜対象となる期間＞
　令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料また
は同時期に特別徴収される保険料

＜申請期限＞
　令和５年３月３１日まで

　減免には申請が必要です。申請される人によって用意する書類が異なる場合がありますので、詳しく
は電話または健康推進課介護保険係窓口までお問い合わせください。

問 健康推進課 介護保険係　☎57-8591

受動喫煙防止対策はマナーからルールへ

～健康増進法の一部改正から３年が経過しています～

◦２０１９年７月１日から第一種施設（学校、病院、行政機関の庁舎等）においては原則敷地内禁煙
◦２０２０年４月１日から多くの施設（第一種以外の施設）においては原則屋内禁煙

問 熊本県有明保健所 保健予防課　☎72-2184

各施設のルールを
確認しましょう！

施設によっては屋内外に喫煙可能
な場所が設けてある場合もありま
す。しかし、施設内禁煙はもちろ
ん敷地内全面禁煙も増えているの
で、喫煙する前には、必ず確認しま
しょう。

周囲への配慮を
忘れていませんか？

子どもや妊婦さん、持病をお持
ちの方をはじめ、喫煙しない人
へも十分配慮しましょう。
家庭内における受動喫煙防止対
策も忘れないようにしましょう。


